
令和 4年度第 4 回 
地域振興会議資料

担当 市  活部地域振興課
（担当：山名・小野） 

地域振興会議のあり方検討について 

１．これまでの経過 

 ・平成１６年１１ １ の市町村合併に伴い、合併による地域住 の不安を解消するため、合併協
議において、市町村の合併の特例に関する法律（合併特例法）第５条第４項の規定に基づき、旧
鳥取市を除く合併町村に地域審議会が設置された。 

 ・地域審議会設置期間は合併協定により平成２７年３月３１日までと定められていたため、合併１
１年次以降においても、引き続き市 と 政との協働による地域の振興及び新市の一体的な発展
を推進するため、地域審議会に代わる新たな組織を設置することが検討された。その結果、地域
振興会議を条例によって設置することとなった。 

 ・地域振興会議の設置期間は令和７年３月３１日までであるため、今後のあり方について検討を始
めた。 

２．今後の方向性（予定） 

  地域振興会議設置期間が令和７年３月３１日で終了する。今後の地域振興に資するための会議体
のあり方を検討する。 

３．令和４年度の地域振興会議における検討の進め方について 

・「地域振興会議振り返りシート」（別添）を使用し、地域振興会議の振り返りを行い、意見を集約
する。 
 →このシートでまとめたものを参考にして、地域振興会議終了後の新たな会議体のあり方を検討
する。 
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資料３



地域振興会議を振り返って

項目 意見

組織の形態（会議の回数、委
員の人数、委員構成など）に
ついて

会議で取り扱う議題・内容に
ついて

地域振興会議の成果

地域振興会議の課題
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地域振興会議及び新市域振興ビジョンの検討スケジュール（案） 【参考】

時期 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

議会 議会 議会 議会 議会 議会 議会 議会 議会 議会 議会 議会

任期２年目

令和６年度

本

庁
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所
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域
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興
会
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新
市
域
振
興
ビ
ジ
ョ
ン

期
間
満
了

地
域
振
興
会
議
条
例

期
限

新市域振興ビジョンの総括と
令和6年度以降の方向性について検討

令和7年度以降の方向性について検討

新市域振興ビジョンについて
地域振興会議で進捗管理

地域振興会議について
地域振興会議で振り返り

会長会

議
会
（
総
務
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画
委
員
会
）
報

会長会
【報告】

支所長
会議
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会
）
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告

支所長会議にて、進捗確認

議
会
（
総
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企
画
委
員
会
）
報
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